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☛ 特産品認定事業

令和６年度「おいしい八百津推奨品」が認定されました！

◆ 蔵元やまだの「あま酒」

堀井戸から汲まれた水を仕込み水に使用

した蔵元やまだ「玉柏」の酒粕から、

さらりとしたのどごしの爽やかな甘酒が

できました。 温めても、冷やしてもおい

しい「蔵元やまだの甘酒」をぜひ、ご家

庭でもお楽しみください。

「おいしい八百津推奨品」とは…

八百津町が推奨する新しいPR商品です。

販売開始から２年以内の産品（商品）を

公募し、八百津町の風土と歴史に育まれ

た八百津町ならではの魅力や物語性、オ

リジナリティ、信頼性、将来性などの観

点で審査を経て、認定されたものが

「おいしい八百津推奨品」です。

〇 「新商品開発等補助金」のお知らせ

あなたのチャレンジ！応援します。

八百津町内の中小・小規模事業者の方が、地域の特色を活かした魅力

的な新商品等開発への取り組みに対して、５万円を上限として必要経

費の一部を補助します。

→ 補助上限：５万円
・八百津町産の素材を活用した新商品の開発

・八百津町をPRするための新たなサービス

・地域の特色を生かした観光資源の活用（発掘）

や集客

→ 申込〆切：随時受付
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商工会は経営支援を通じて企業の未来に貢献する！

八百津町商工会

加茂郡八百津町八百津3800－4

TEL（0574）43－0266　FAX（0574）43－2448

E－mail : yaotsu@ml.gifushoko.or.jp
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☛ 労務関連

〇 岐阜県最低賃金改正のお知らせ

岐阜県最低賃金が下記のとおり改正されました。

岐阜県最低賃金は、従来より１時間あたり５１円アップし1,001円になりました。

年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働

者に適用されます。

使用者の方は、１時間あたりの賃金額が最低賃金以上になっているか必ず確認し

てください。

〇 「八百津町雇用促進助成金」のお知らせ

町内での正規従業員としての雇用と町外から通勤している正規従業員の定住を促

進するための事業者へ交付する助成金です。

→ 助成金の額

対象従業員１人につき１０万円を交付。

→ 対象となる従業員

１．１２か月以上雇用される者

２．雇用される年度末の満年齢が５０歳までの者

３．本町の住民基本台帳に記載のある者

４．町外の者を正規授業員とした場合は、正規従業員とした日から６か月以内に本町の

住民基本台帳に記載がある者

なお、対象となる事業所や申請方法など詳しくは、以下のHPでご確認ください。

八百津町ＨＰ： https://www.town.yaotsu.lg.jp/6231.htm


